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２０１１年１０月１９日 

商標協会判例研究部会 

 

「Ｙチェア立体商標」事件 

 

ユアサハラ法律特許事務所 

弁理士 青島 恵美 

 

（知財高裁平成２３年６月２９日 平成２２年（行ケ）第１０２５３号 審決取消請求事

件 平成２２年（行ケ）第１０３２１号 承継参加事件） 

 

１． 事案の概要 

原告（カール・ハンセン＆サン・ジャパン株式会社）1が、下記出願をしたところ、

識別力の欠如を理由として拒絶査定を受け、その後の拒絶査定不服審判でも請求不成立

審決を受けたため、当該審決の取消を求めて請求されたのが本件である。 

 

【原告の出願商標】 

商願２００８－１１５３２号 

出願日：２００８年２月１９日 

指定商品：第２０類「家具」→２００９年８月２７日付けで「肘掛椅子」に補正 

商標：下記立体商標 

 

 

                                                   
1 なお、原告は、承継参加人であるカール・ハンセン アンド サンモーベルファブリック エイ・エス（以下、参加

人という）に対して本願商標に関する権利の一部を譲渡し、平成２２年１０月６日に本願商標に係る出願人の名義変更

がされた（本願は共願となった）。 
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２． 原審決2の理由の要旨 

（１） 取引者・需要者は、本願商標を、単に商品の一形態を表示するものと理解し、自他

商品の識別標識として認識し得ないから、商標法３条１項３号に該当する。 

（２） 本願商標は、全国的に、指定商品「肘掛椅子」に使用された結果、需要者が何人か

の業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとは認められな

いから、商標法３条２項の適用により登録を受けられるべきものにも該当しない。 

 

３． 争点 

（１） 本願商標の商標法３条１項３号該当性（本願商標は商品の一形態にすぎず、自他商

品識別力がないのか？） 

（２） 本願商標の商標法３条２項適用の有無（本願商標は使用により自他商品識別力を獲

得するに至ったか？） 

 

４． 裁判所の判断 

（１） 商標法３条１項３号該当性 

① 判断基準3 

ア． 商品等の形状は、多くの場合に、商品等の機能又は美観に資することを目的

として採用されるものであり、客観的に見て、そのような目的のために採用

されたと認められる形状は、特段の事情のない限り、商品等の形状を普通に

用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として、商標法３条１項３

号に該当すると解するのが相当である。 

イ． また、商品等の具体的形状は、商品等の機能又は美観に資することを目的と

して採用されるが、一方で、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、

通常は、ある程度の選択の幅があるといえる。しかし、同種の商品等につい

て、機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれ

ば、当該形状が特徴を有していたとしても、商品等の機能又は美観に資する

ことを目的とする形状として、商標法３条１項３号に該当するものというべ

きである。4 

ウ． さらに、商品等に、需要者において予測し得ないような斬新な形状が用いら

れた場合であっても、当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択され

たものであるときには、商標法４条１項１８号の趣旨を勘案すれば、商標法

                                                   
2 不服 2009-12366号事件（2009年 7月 7日審判請求、2010年 6月 23日審決） 
3 ミニマグライト事件（平成１９年６月２７日 平成１８年（行ケ）第１０５５５号）、コカ・コーラボトル事件（平

成２０年５月２９日 平成１９年（行ケ）第１０２１５号）等において示された判断基準と同じ。 
4 その理由は、商品等の機能又は美観に資することを目的とする形状は、同種の商品等に関与する者が当該形状を使用

することを欲するものであるから、先に商標出願したことのみを理由として当該形状を特定の者に独占させることは、

公益上の観点から必ずしも適切でないことにある。 
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３条１項３号に該当するというべきである。5 

② 本願商標の商標法３条１項３号該当性 

本願商標の構成については、「１．【原告の出願商標】」に記載の通り。 

本願商標の形状について考察すると、 

ア． 背もたれ上部の笠木と肘掛け部が一体となった、ほぼ半円形に形成された一

本の曲げ木が用いられていること、 

イ． 座面が細い紐類で編み込まれていること、 

ウ． 上記笠木兼肘掛け部を、後部で支える「背板」（背もたれ部）は「Y」字様又

は「V」字様の形状からなること、 

エ． 後脚は、座部より更に上方に延伸して、「S」字を長く伸ばしたような形状か

らなること、 

等、特徴のある形状を有している。同特徴によって、本願商標は、看者に対し、シン

プルで素朴な印象、及び斬新で洗練されたとの印象を与えているといえる。 

他方、本願商標の形状における特徴は、いずれも、すわり心地等の肘掛椅子として

の機能を高め、美感を惹起させることを目的としたものであり、本願商標の上記形状

は、これを見た需要者に対して、肘掛椅子としての機能性及び美観を兼ね備えた、優

れた製品であるとの印象を与えるであろうが、それを超えて、上記形状の特徴をもっ

て、当然に、商品の出所を識別する標識と認識させるものとまではいえない。 

③ 小括 

以上によれば、本願商標は、商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章

のみからなる商標として、商標法３条１項３号に該当するものというべきである。 

（２） 商標法３条２項該当性 

① 判断基準 

立体的形状からなる商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該

商標ないし商品等の形状、使用開始時期及び使用期間、使用地域、商品の販売数量、

広告宣伝のされた期間・地域及び規模、当該形状に類似した他の商品等の存否などの

諸事情を総合考慮して判断するのが相当である。 

使用に係る商標ないし商品等の形状は、原則として、出願に係る商標と実質的に同

一であり、指定商品に属する商品であることを要するというべきである。 

もっとも、商品等は、その製造、販売等を継続するに当たって、技術の進歩や社会

環境、取引慣行の変化等に応じて、品質や機能を維持するために形状を変更すること

が通常であることに照らすならば、使用に係る商品等の立体的形状において、ごく僅

かに形状変更がされたことや、材質ないし色彩に変化があったことによって、直ちに、

使用に係る商標ないし商品等が自他商品識別力を獲得し得ないとするのは妥当では

                                                   
5 その理由としては、特許法、実用新案法、意匠法の保護対象になり得る形状について、更新により半永久的に保有す

ることができる商標権によって保護を与えることは、特許等による権利の存続期間を超えて半永久的に特定の者に独占
権を認める結果を生じさせることになり、自由競争の不当な制限に当たり公益に反することが挙げられる。 
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なく、使用に係る商標ないし商品等にごく僅かな形状の相違、材質ないし色彩の変化

が存在してもなお、立体的形状が需要者の目につき易く、強い印象を与えるものであ

ったかなどを総合勘案した上で、立体的形状が独立して自他商品識別力を獲得するに

至っているか否かを判断すべきである。 

② 本願商標の商標法３条２項該当性 

ア． 事実認定 

（ア） 本願商標に係る商品形状の完成 

本願商標に係る肘掛椅子の立体形状は、現代家具デザインの巨匠と称さ

れるハンス・Ｊ・ウェグナーが、参加人の依頼を受けて１９４９年ころデ

ザインし、参加人による試作等を経て１９５０年ころ完成した。原告製品

は、「CH２４」、「Yチェア」又は「デコラティブ・チェア（Decorative chair）」

という名称で知られており、世界で最も売れた椅子の一つとして評価され

ている。なお、文字商標「Ｙチェア」は商標権者を原告、指定商品を第２

０類「木製いす」として商標登録されている6。 

（イ） 本願商標の使用開始時期・使用期間 

本願商標の特徴的形状7を備えた原告製品は、参加人により１９５０年に

発売されて以来、木材の材質や色彩、座面（ペーパーコード）の色彩にバ

リエーションはあるものの、その形状の特徴的部分において変更を加える

ことなく、継続的に販売されている。 

原告製品は、日本国内において、１９５８年に白木屋（後の東急百貨店）

の展示会で紹介されたのち、１９６２年ころ、松屋で展示販売開始、１９

６５年には、伊勢丹が輸入、販売を開始した。その後、１９８９年ころま

での間は、松屋、伊勢丹のほか、キッチンハウス、小田急ハルクらが、原

告製品を輸入・販売していた。１９８９年にフーバ・インターナショナル

SK デザイン事業部が、１９９０年からはフーバ・インターナショナル及

び参加人の出資により設立された原告が、それぞれ輸入代理店となり、原

告製品を独占的に輸入し、販売するようになった。 

（ウ） 本願商標の使用地域 

原告は、原告製品を、自ら又はその取引先である有名百貨店（高島屋、

小田急百貨店、伊勢丹、三越、大丸、阪神百貨店等）、大型家具店（アクタ

ス、イルムスジャパン、ヤマギワ等）、大手ハウスメーカー等を介して、販

売している。原告製品の販売地域は、関東における割合が６０％以上を占

めるものの、日本全国に及んでいる。原告製品は、店頭のみならず、日本

全国どこからでも、インターネット、電話、ファクシミリ等を利用して通

                                                   
6 ３条２項の適用を受けた上で商標登録されている（商標登録第３３４８３９６号）。 
7 前記４（１）②参照。 
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信販売でも購入できる。原告製品は、一般家庭のみならず、全国の旅館、

レストラン、図書館、大学、美術館などの施設においても使用されている。 

（エ） 原告製品の販売実績 

原告製品は、世界中で７０万脚以上が販売されたと推定され、２００３

年～２０１０年には、約２４万脚が販売された。 

原告製品は、日本国内においても、資料等により判明している限りでも、

１９９４年７月～２０１０年６月に、合計９万７５４８脚が販売された8。 

（オ） 原告製品の広告宣伝等 

原告は、原告製品について、国内有数の家具展示会等に出展したり、自

社ショールーム、百貨店等における展示会を多数開催してきた。また、原

告製品は、１９６０年代以降、日本国内において、多数回にわたり、雑誌9、

インテリア用語辞典、インテリアコーディネーター試験問題集、中学生向

け教科書、新聞等において、紹介記事及び広告等が掲載され、日本で最も

売れている輸入椅子の一つとの評価がされている。原告製品に関する雑誌

等の記事では、ほぼすべてに、原告製品の写真が併せて掲載され、読者が、

原告製品の前記形状の特徴を認識できるような態様で紹介されている。原

告及びフーバ・インターナショナルは、１９８９年～２０１０年に、原告

製品の宣伝広告費として、少なくとも１億２０００万円以上の支出をした。 

（カ） 模倣品対策 

原告製品に類似した形状の椅子（中国製等）は、インターネット上で少

なからず販売されているが、ほとんどの商品は、「Yチェア」の「ジェネリ

ック製品」、「リプロダクト製品」などと称して、オリジナル製品として原

告製品が存在することを前提として、原告製品に類似した形状の椅子を安

価に購入しようとする消費者に向けた商品となっている。これに対し、原

告は、「Yチェア」等の登録商標（文字商標）を用いる業者や、原告製品に

類似した形状の椅子を販売する業者に対し、文字商標の使用中止や類似品

の販売中止を求める警告書を送付したり、口頭で警告を行ってきた。 

イ． 判断 

前記４（２）②アに挙げた事実及び前記４（１）②の事実に照らすと、 

（ア） 原告製品は、背もたれ上部の笠木と肘掛け部が一体となった、ほぼ半円

形に形成された一本の曲げ木が用いられていること、座面が細い紐類で

                                                   
8 日本国内の販売脚数の内訳は、以下の通り。１９９４年７～１２月：２１１９脚、１９９５年：４３４２脚、１９９

６年：４４７８脚、１９９７年：５２６８脚、１９９８年：４８６８脚、１９９９年：４７０４脚、２０００年：５４

９６脚、２００１年：５６０８脚、２００２年：５６３１脚、２００３年：６２１２脚、２００４年：６９０４脚、２

００５年：６９３６脚、２００６年：７８２４脚、２００７年：９０１８脚、２００８年：７５６２脚、２００９年：

７４１４脚、２０１０年１～６月：３３４６脚。 
9 原告製品が掲載された主な雑誌の公称発行部数は、「モダンリビング」４万部、「ELLE DÉCOR」７万部、「クロ

ワッサン」約３０万部、「BRUTUS」約８万部、「ミセス」１１万部、「VERY」約２８万部、「美しい部屋」約５万

部。 
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編み込まれていること、上記笠木兼肘掛け部を、後部で支える「背板」（背

もたれ部）は、「Y」字様又は「V」字様の形状からなること、後脚は、

座部より更に上方に延伸して、「S」字を長く伸ばしたような形状からな

ること等、特徴的な形状を有していること、 

（イ） １９５０年（日本国内では１９６２年）に販売が開始されて以来、ほぼ

同一の形状を維持しており、長期間にわたって、雑誌等の記事で紹介さ

れ、広告宣伝等が行われ、多数の商品が販売されたこと10、 

（ウ） その結果、需要者において、本願商標ないし原告製品の形状の特徴の故

に、何人の業務に係る商品であるかを、認識、理解することができる状

態となったものと認めるのが相当である。 

ウ． 被告の反論に対する判断 

（ア） 本願商標と原告使用に係る商標とが同一でないとの反論 

本願商標は、形状における特徴の故に、自他商品の出所識別力があると

解するのが相当であるから、原告製品の材質や色彩にバリエーションがあ

ったとしても、商品の出所に対する需要者の認識が大きく異なるとはいえ

ず、本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認定するこ

との障害とはならない。 

（イ） 原告製品に類似した形状の椅子の存在は、需要者が、いずれの肘掛椅子

が原告の製造、販売に係る椅子であるか区別できていないことを示すも

のであるとの反論 

原告製品に類似した形状の椅子のいずれも「Y チェア」の「ジェネリッ

ク製品」ないし「リプロダクト製品」などと称されており、オリジナル製

品として原告製品が存在することを前提として、原告製品に類似した形状

の椅子を安価に購入しようとする消費者に向けた商品である。原告は、こ

れらの商品を市場から排除するため、販売業者等に対し、「Yチェア」等の

登録商標（文字商標）に基づき、また、不正競争防止法に基づき、警告書

等を送付するなどの措置を講じている。したがって、前記第三者製品販売

の事実は、本願商標が自他商品識別機能を獲得していると認定するうえで

の妨げとならない。 

③ 小括 

以上のとおり、本願商標は、使用により、自他商品識別力を獲得したものというべ

きであり、商標法３条２項により商標登録を受けることができるものと解すべきであ

る。これに反する被告の主張は、いずれも採用することができない。 

 

                                                   
10 裁判所は、原告製品を受注製作品ではなく既製品であるとした上で、原告製品の販売数量は、食卓椅子の販売数量

全体と比較すれば必ずしも多いとはいえないものの、１種類の椅子としては際立って多いといえる、と述べている。 
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（３） 結論 

審決を取り消す。 
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５． 過去の事件（ミニマグライト事件以降）との比較 

 ミニマグライト事件i（商品

自体） 

コカ・コーラ事件ii（包装容

器） 

ＺＥＭＡＴＩＳギターブリ

ッジ事件iii（商品自体） 

指定商品 懐中電灯 コーラ飲料 弦楽器用駒（ブリッジ） 

３条１項３号 × × × 

３条２項 ○ ○ × 

継続的使用 約２０年間（１９８６年以

来）同一形状で販売継続 

約５０年間（１９５７年以

来）同一形状で販売継続 

約３０年間（１９７８年以

来）ほぼ同一形状で継続販売 

形状の特徴性 あり あり 言及なし 

販売実績 多数（ｅｘ．２００１年３月

期売上：５億０８００万円、

５５万１０００本） 

記録的な販売実績。（ｅｘ．

１９７１年：年間販売数量：

９９５１万ケース（２３億８

８３３万本）。近年でも４０

０万ケース（９６００万本）

前後の年間販売数量） 

不明 

広告宣伝 ・雑誌記事に頻繁に掲載。新

聞雑誌等を中心に多額の広

告費用、多数の広告（ｅｘ．

２００１年の広告費：５１３

５万円） 

・形状を需要者に印象づける

広告宣伝 

・新聞・雑誌・ＴＶコマーシ

ャルに繰り返し掲載（１９９

７年～２００７年の広告媒

体費用：年間３０億円） 

・形状を需要者に印象づける

広告宣伝 

不明 

文字等の有無 あり（目立たない＆著名商標

でない） 

あり（著名文字商標） あり→文字又はボディ全体

の印象強い 

アンケート調査 実施。但し、認知度は不明。

裁判所の判断においても触

れられていない。 

第一次（ＣＬＴ）：９１％ 

第二次： 

ＣＬＴ：９３．７％ 

ＷＥＢ：６０．３％ 

実施せず 

模倣品対策 対策あり。法的措置を採った

結果、類似商品は市場で販売

されていない。 

対策あり。法的措置を採った

結果、類似容器は市場に流通

していない。 

不明 

その他 海外でのデザイン賞、米国＆

ドイツの美術館の永久コレ

クション 

立体形状の歴史、エピソー

ド、特異性等解説した書籍多

数。識別力有する例として引

用例多数。 

 

 



9 

 

  GuyLian チョコレート事件

iv（商品自体） 

第２次ヤクルト容器事件 v

（包装容器） 

ゴルチエ（クラシック）香水

瓶事件vi（包装容器） 

指定商品 Chocolate, pralines. 乳酸菌飲料 Perfumery 他vii 

３条１項３号 ○ 主張せず × 

３条２項 主張ありだが、判断せず ○ ○ 

継続的使用 ― 約４０年間（１９６８年以

来）ほぼ同一形状で販売継続 

約１６年間（１９９４年以

来）ほぼ同一形状で継続販売 

形状の特徴性 ― あり あり 

販売実績 ― 毎年３００億円以上の販売

額を維持viii。２０００～２０

０７年の間、業界の約４２％

以上のシェア（競合他社の市

場占有率はいずれも一桁代） 

２００４年以降、年間４５０

０万～５８００円程度の売

上高。販売数量・販売地域不

明。 

広告宣伝 ― ・広告宣伝費及び放送宣伝

費：毎年巨額（２００５年以

降は毎年９０億円以上） 

・形状を需要者に印象づける

広告宣伝 

香水専門誌やファッション

誌に度々掲載・広告（宣伝広

告費不明。） 

文字等の有無 ― あり（著名文字商標） なし 

アンケート調査 ― 実施（但し、他社製品と比較

したアンケートなし。）。ＣＬ

Ｔ＆ＷＥＢ：共に９割以上の

認知率 

実施せず 

模倣品対策 ― 対策なし。但し、需要者が、

同種の他社商品は、全て「ヤ

クルトの模倣品」である、と

認識 

言及なし 

その他 ―  ・香水は安価な日用品とは異

なる。 

・一部化粧品を香水とセット

販売→「香水」のみならず「香

水」と密接な関係にある商品

についても３条２項適用 

 

 



10 

 

 ゴルチエ（ラ・マル）事件ix（包

装容器） 

ＩＳＳＥＹ事件x（包装容器） Y チェア事件xi（本件事件）

（商品自体） 

指定商品 Perfumery 他xii Perfumery 他xiii 肘掛椅子 

３条１項３号 × × × 

３条２項 主張せず × ○ 

継続的使用 ― 約１８年間（１９９２年以

来）ほぼ同一形状で継続販売 

約６０年間（１９５０年以

来）ほぼ同一形状で世界的に

継続販売。日本では、１９６

２年頃～販売 

形状の特徴性 ― なし（類似又は酷似形状の香

水複数存在） 

あり 

販売実績 ― 売上高：２００４年以降、年

間１億円超の年あり。但し、

２００９年：約１７４０万

円、２０１０年：約３０６０

万円。 

・世界中で約６０年間で７０

万脚販売 

・日本は、１９９４年７月～

２０１０年６月に、合計９万

７５４８脚販売（関東が６

０％、通信販売で全国） 

・家具の中ではロングセラー

商品として際立った実績 

広告宣伝 ― 販売開始から１５年余りの

間に、少なくとも７０回香水

専門誌やファッション雑誌

等に掲載・広告 

・相当の費用をかけて多数の

広告宣伝活動（ｅｘ．１９８

９～２０１０年の宣伝広告

費：少なくとも１億２０００

万円以上） 

・形状を需要者に印象づける

広告宣伝 

文字等の有無 ― なし なし 

アンケート調査 ― 実施せず 実施せず 

模倣品対策 ― ・対策については言及なし 

・類似・酷似形状の香水複数 

対策あり（文字商標の使用差

し止め含む） 

その他 ― 使用商品「香水」と取引者・

需要者が一致しない商品含

む 

・雑誌等の記事で、「日本で

最も売れている輸入椅子の

一つ」と評価 

・家具業界関係者向け書籍や

中学の教科書等に掲載 
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i 平成１９年６月２７日 平成１８年（行ケ）第１０５５５号（裁判長：飯村敏明） 
ii 平成２０年５月２９日 平成１９年（行ケ）第１０２１５号（裁判長：飯村敏明） 
iii 平成２０年６月２４日 平成１９年（行ケ）第１０４０５号（裁判長：飯村敏明） 
iv 平成２０年６月３０日 平成１９年（行ケ）第１０２９３号（裁判長：田中信義） 
v 平成２２年１１月１６日 平成２２（行ケ）第１０１６９号（裁判長：中野哲弘） 
vi 平成２３年４月２１日 平成２２年（行ケ）第１０３６６号（裁判長：滝澤孝臣） 
vii 第３類「Beauty products (cosmetics), soaps, perfumery, cosmetics.」 
viii 各年の売上額：２０００年：約３０９億円、２００１年：約２８９億円、２００２年：約３１４億円、２００３年：

約３５６億円、２００４年：約３６０億円、２００５年：約３２７億円、２００６年：約３３１億円、２００７年：約

３６４億円、２００８年：４５９億円 
ix 平成２３年４月２１日 平成２２年（行ケ）第１０４０６号（裁判長：滝澤孝臣） 
x 平成２３年４月２１日 平成２２年（行ケ）第１０３８６号（裁判長：滝澤孝臣） 
xi 平成２３年６月２９日 平成２２年（行ケ）第１０２５３号 平成２２年（行ケ）第１０３２１号（裁判長：飯村敏

明） 
xii 第３類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 

preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.」 
xiii 第３類「Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 

preparations; beauty products (cosmetics), soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.」 


